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産業建設常任委員協議会 報第３４号 資料 
 

債権の放棄について（水道料金、水道開栓手数料） 

令和５年（２０２３年）９月１３日  

上下水道局 経営企画課  

 

１ 放棄した債権 

今回、柏崎市債権管理条例（平成３１年条例第５号）（以下「条例」という。）に則り、債

権を放棄し議会報告した案件は、私法上の契約に基づく、私債権である水道料金、水道開栓

手数料であり、時効期間を経過した平成１１（１９９９）年度分からの債権です。 

過去には、公債権として取り扱っていたため、時効により債権が消滅していましたが、平

成１５（２００３）年１０月１０日の最高裁決定により、水道料金は、私法上の債権である

ことが確定しました。これにより、平成１６（２００４）年度から私債権の取扱いとなり、

時効期間が経過しても債権が消滅しないこととなったため、条例に則り放棄したものです。 

 

 

２ 放棄した債権内容（令和５（２０２３）年７月２１日放棄） 

（１） 放棄した債権額及び件数 

（２） 放棄した債権額の内訳 

注）水道開栓手数料の「債務者数」は、水道料金の債務者数と全て重複している。 

注）「放棄した債権の件数」は、1 調定件数毎であるため、1 債務者で複数の件数あり。 

 

 

 

 ※裏面に続く  

債権の名称 放棄した債権額 放棄した債権の件数 

水道料金 １１，８２４，９８１円 ６，３７３件 

水道開栓手数料 １８８，０００円 １８８件 

計 １２，０１２，９８１円 ６，５６１件 

債権の 

名 称 

債務者 

の種別 
債務者数 割 合 

放棄した債権

の額（円） 
割 合 

放棄した債権

の件数 
割 合 

水道料金 法人 103 6.1％ 1,302,837 11.0％ 491 7.7％ 

個人 1,579 93.9％ 10,522,144 89.0％ 5,882 92.3％ 

計  1,682 100.0％ 11,824,981 100.0％ 6,373 100.0％ 

水道開栓 

手 数 料 

法人 7 3.7％ 7,000 3.7％ 7 3.7％ 

個人 181 96.3％ 181,000 96.3％ 181 96.3％ 

計  188 100.0％ 188,000 100.0％ 188 100.0％ 
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（３） 放棄した債権の理由  

法人＋個人（総計） 
 
移転未収 件数 ６，１７７件（ 94.2％）  債権額 １０，６１６，８２２円（ 88.4％） 
本人死亡 件数   １７１件（  2.6%） 債権額    ６１１，２１８円（ 5.1％） 
倒産   件数   １０７件（  1.6%） 債権額    ４１１，０５０円（ 3.4％） 
自己破産 件数   １０６件（  1.6%） 債権額    ３７３，８９１円（ 3.1%）  

計    ６，５６１件（100.0%）  計  １２，０１２，９８１円（100.0%） 


